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　基調講演では、厚生労働省の鎌田光明経済課長に医薬品産業をめぐる現状と課題についてお

話しいただいた。

　鎌田課長は衆議院を通過した消費税アップの税改革案に始まり、それに付随する「薬価改定」

の問題、「後発医薬品」の促進政策の現状と課題について解説。さらには「流通改善」の必要性

と対応策について述べられた。また、「卸業による医療制度安定の機能」についても言及され、

さらなる理解と協力を要請された。

日時：平成24年７月11日（水）
14：30～15：40

場所：東京ガーデンパレス「高千穂の間」

	 社会保障と税の一体改革について

●消費税アップによる影響
本日は、医薬品産業をめぐる現状と課題につい
て、社会保障と税の一体改革をはじめ、薬価改定、
後発医薬品、流通改善、５か年戦略と政策対話な
どの問題について触れていきます。
まず、社会保障と税の一体改革についてですが、
６月末に消費税改革法案が衆議院を通りました。
この社会保障の改革大綱の抜粋によると、消費税
率を2014年４月に８％、15年10月に10％に上げる

ことになっています。
軽減税率の扱いですが、現段階では、今回の改
革では、単一税率を維持する方針と言われていま
す。８％、10％という消費税率は世界的にみれば
低い部類ですし、ほかの低所得層対策とセットで
考えれば、皆さんの暮らしや庶民感覚とは別に、
議論としては成り立ってしまいます。
例えば、軽減税率が適用される場合、高所得者
ほど負担軽減額が大きくなります。負担率は低所
得者の方が多いのですが、額を見ると高所得者の
方が多くなります。そうした議論から、単一税率
にするという結論になっているようです。
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●消費税と薬価改定の関係
さて、皆さんの中には「消費税が上がるなら、
薬価改定はどうなるのか」というご関心があると
思います。
2014年は薬価改定の年です。したがって、８％
に引き上げるときは、薬価改定に併せて措置され
ると思います。では、薬価改定の中間年である
2015年はどうするのかといった疑問が出てきます。
ポイントは、10％に引き上げられる2015年と通
常改定が予定されている2016年の対応をどうする
のかということと、薬価改定の仕方、すなわち薬
価調査をするのか、さらに、消費税分の算定をど
うするのか、ということだと思います。
財源確保の観点に立てば、経験則上、薬価改定
は多ければ多いほど薬価が下がり財源が確保でき
るので、３回連続で薬価改定をするという考え方
もあるでしょう。一方で、消費税を10％に上げる
のが2015年10月ですから、その半年後には通常の
薬価改定が予定されています。半年の間に薬価改
定を続けて行うのかという議論もあると思います。
そういったところが、一つの論点だと思います。
もう一つは、そのときに薬価調査はするのかと
いう問題です。ご案内のとおり、消費税が導入さ
れた平成元年には、薬価調査は行われず、一定の
推計のもとに実施されましたが、一方で、３％か
ら５％へ引き上げたときには、薬価調査を行いま
した。2015年10月とその半年後の改定のために薬
価調査を続けてするのかという議論は発生するで
しょうし、一方、薬価基準の考え方に立てば、市
場実勢価格方式ですから、調査は必要との考え方
もあります。
さらに、消費税の影響額の計算方法も議論にな
るのではないでしょうか。根拠と方法を明らかに
して欲しいという要望を伺っています。

	 薬価改定について

●医療費増の主な原因は医療の高度化
次に、薬価改定ですが、毎年社会保障費が１兆
円ずつ増えており、医療費もずっと右肩上がりに
なっています。ただし薬剤費は、かつて３割近く

あったものが２割程度に落ちています。一時２割
を切りましたが、最近、横ばい、あるいは上がっ
ています。実際、薬剤費の額も上がっています。
医療費の伸びに関して「自然増」とよく言います。
高齢化社会なのだからお年寄りが増え、お年寄り
は病気がちなので医療費が増えるという説明です
が、実は過去15年間の医療費の伸びの要因として
は、お年寄りが増えたという高齢化よりも、むし
ろ、医療技術の進歩、高度化が挙げられています。
分かりやすく言えば、高い薬が出てきた、医療機
器も高度で高くなった、手術が複雑になってきて
お医者さんの高度な手技が必要になった、といっ
たことが原因で医療費が高い伸びを続けているわ
けです。
伸びの推計では、今後、毎年３％強、医療費は
伸びるだろうと言われていますが、そのうち高齢
化の影響は３分の１程度に過ぎず、残りの３分の
２ほどは、医療技術の高度化にあると言われてい
ます。だからこそ薬剤費について、長期収載品で
はなくて後発品を使って効率化してはどうかとい
う議論が発生しますし、またHTAといって、この
薬の価格は妥当なのか、この薬を使うことによっ
て効果があるのかどうか、という議論が発生して
いるのです。
前回の改定では、長期収載品の価格を引き下げ
るべきではないかという議論があり、0.9％引き下
げになりました。この長期収載品の価格の在り方
については、薬価専門部会で議論することになっ
ており、既に開始されています。
また、革新的な技術、医薬品等の評価に際し、
費用対効果の手法を可能な限り導入しようという
HTA、費用対効果の議論もあります。これについ
ても、専門の検討会を設けています。
このほか、後発品について、これだけ普及促進
策をしており、アクションプランで今年度末には
30％をクリアするという目標を掲げているので、
一般名処方の普及状況、加算の算定状況などにつ
いて、効果があるかどうかをチェックすべきとさ
れています。
そして、消費税についても２年後の話ですが、
大きな影響を医療機関、薬局、あるいは卸の方に
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与えるので、その基本方針はできれば今年度中に
つくりたいとして検討されています。

●長期収載品の価格
長期収載品の価格の在り方ですが、先発品は後
発品と同じ成分で同等なのだから、同じ価格にで
きるのではないか、といった指摘もあります。日
本では、後発品の使用率は23％程度ですが、海外
では６～７割という実態があります。なぜ、それ
ほど違うのかといったことも議論の対象になって
います。
仮に、長期収載品について、価格を下げるとか、
あるいは新しい値決めの仕方が決まるということ
になれば、企業経営に大きな影響を及ぼします。
前回の薬価改正で0.9％下げたときも、「納得できな
い」という意見がありました。企業の方々は、前
年の10月くらいから翌年の事業計画を立てて、予
算を立ててやっているわけです。それを年末になっ
て変えてくださいというのは、経営に大きな影響
があるのだと思います。そういうこともあって、
長期収載品の価格のあり方については、26年度の
改定に際して何らかの対応するのであれば、24年
度に大きな方向性を取りまとめ、詳細は25年度に
決めて皆さんに準備をしていただこうというよう
な手順で議論をしているところです。
併せて、今、アクションプランで、後発品の数
量ベースの使用目標が30％になっていますが、今
年度末で期限が切れますので、その後の目標値に

ついても議論をする予定です。

●保険診療の非課税
もう一つ、今回の改革では、社会保険診療報酬
が非課税になっているのをどうするかという議論
があります。諸外国でも非課税であるということ
に加え、課税にした場合に自己負担分を１回ごと
に徴収するのか、患者さんへの説明はどのように
するのかといったことが議論され、結局、現段階
では非課税ということになっていました。
ただ、今回の改正に当たって、非課税とするの
は８％の時だけではないかという意見もあり、４
月の中医協で、厚生労働省が８％のときだけでな
く、10％のときも非課税にするという意味である
と説明したところ、医療関係者を中心に「そうい
う話は初めて聞いた」という声があり、今後、そ
ういうことも議論になっていくと思われます。
また、現在、非課税であるために病院などでは
損税が発生していると言われています。病院では、
薬や医療機器以外にも、様々な物品を購入してお
り、また、設備投資を行っています。そのような
場合、医療機関は消費税を払っています。当然そ
の分は、どこかに転嫁するか、あるいは還付され
なければ持ち出しになってしまうのですが、保険
診療が非課税ですので、転嫁などはできません。
このため、現行は診療報酬で措置しているのです
が、この措置した額が、現実の額より少ないので
はないか、したがってその分医療機関が負担して
いるのではないか、すなわち損税となっているの
ではないか、という指摘があります。こうした声
を受けて、厚生労働省においても定期的に検証す
る場を設けるということで、分科会が設置されて
います。
もっともこうした損税は、薬には発生しません。
なぜかというと、薬価の場合は、税率引き上げ時
に手当をしているし、毎回の改定時に消費税５％
分をオンしているからです。したがって、皆さん
が医療機関に価格交渉で決めた価格に５％オンし
て請求しても、医療機関には損税は発生しないの
です。
先日の中協医で議論になったのが、５％オンさ
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流通改善の必要性などについて話す鎌田課長

れた分は患者さんなり、保険者が払っています。
７割は保険者が払い、３割は患者さんが払うわけ
ですから、ではその負担は何なのか、どう説明す
るのか、ということです。保険診療は非課税です
から、それを転嫁とは言えません。その辺が分か
りにくいといった議論がありました。薬価とか診
療報酬で消費税引き上げ分を措置した場合、患者
さんにはどう説明するのか、ということです。分
かりやすく言えば、患者さんには、引き上げ分の
３割を払っていただくこととなりますが、「消費税
が上がりましたから、その分、患者さんの自己負
担が増えました」と言っても、「保険診療は非課税
なのに何故か」と聞かれて、どう説明するのか、
また、理解を得られるのかということです。

●卸業における消費税の扱い
卸の方にとっても、消費税の扱いには現場で苦
労されているという話を聞きます。皆さんの要望
は「分かりやすくしてほしい」というものではな
いか、この分かりやすくとは、二通りあるのでは
ないかと思います。
一つは、薬価には消費税分が含まれていること
を分かりやすくすることです。取引の現場では「薬
価は非課税ではないのか」といったことをよく言
われると聞いています。今でも、薬価改定の資料
には、「市場実勢価格に５％オンして改定していま
す」と明記してきました。ただ、それを取引の現
場に持っていて読んでもらうことは現実的でない
でしょうから、この辺を分かりやすくすることが
一つの課題と言えます。
もう一つ、消費税率引上げに伴って薬価改定を
するということは確実なのですが、薬価改定を分
かりやすく行うことがポイントだと思います。こ
の部分は市場実勢価格、この部分は消費税分、そ
してその根拠はこうなっていますというように、
「薬価には消費税がきちんと含まれています」とい
うことを分かりやすくすることも課題です。その
点を明らかにすることは、きちんと転嫁させてく
ださいということが言える状況をつくることにも
つながると思います。

	 後発医薬品について

●後発品３割以上が2012年末の目標
2012年、今年度末に後発品を数量ベースで30％
以上にすることが目標であると先ほど述べました。
小泉内閣時に決めた骨太の方針により単に普及促
進させるだけでなく、以下のことにも留意するこ
とが示されています。
一つは「安定供給」です。分かりやすく言えば、
メーカーに、昔やっていたような売り逃げはやめ
てください、また、現場で品切れを起こさないよ
うにしてくださいということです。次に「品質確保」
です。医薬品としての品質は厚生労働省が承認し
ているので問題はないのですが、過去のこともあ
り、品質に対する誤解を解いてください、あるい
は行政としても、承認後も製造した薬品が一定の
品質を保っているかどうかをチェックしましょう
ということです。さらに「情報提供」で、後発品メー
カーについては、MRが少ないということもあり、
薬についての情報を提供してくださいということ
です。また、後発品に対する理解を深めるという
ことで、都道府県協議会などを設置して、そこに
医師会、薬局、メーカー、卸の皆さんに入ってい
ただきながら話を進めるということもしています。
医療保険制度での措置としては、処方箋の様式
を変えたり、一般名処方に加算をつけたりすると
いうこともしています。
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去年行った薬価調査によれば、23％程度が数量
ベース、金額でいえば8.8％程度です。一方、特許
期間内のものは量で約２割、金額で５割です。こ
れがどれだけ後発品に置き換わるのかということ
が今後の課題になります。薬は、後発品のない先
発品、後発品のある先発品、後発品、その他に分
類されます。その他とは漢方薬などです。後発品
の使用割合は23％程度ですが、これが３割になる
というのは、後発品のある先発品の５割が置き換
わるというものです。３割になれば、かなり進む
のではないかと思います。
定義は異なるかもしれませんが、諸外国では７
割なのだから、もっと進めるべきという声があり
ます。確かにアメリカは、後発品が出たら一気に
置き換わって、中には９割近くになる医薬品もあ
ると言われています。しかし、アメリカでも20年
くらいかけて後発品のシェアを広げていったわけ
です。一概には比較できませんが、置き換えには
一定の時間がかかるのではと思うものの、財政事
情を考えれば、そうした転換のスピードをいかに
速くするかということが、今後の課題であること
は明らかです。
また、省内仕分けでも後発品の使用促進が議論
になりました。後発品の使用がまだまだ足りない
というふうにいわれ、患者にもインセンティブを
与えたらどうかということでした。つまり、患者
負担を後発品なら少なくして、先発品なら高くし
たらどうかということで、参照価格を導入しては

どうかといったことです。我々が「さすがにそれ
は、自己負担にも関係するので慎重に検討したい」
と言ったら、「消極的だ」ということで、検討する
ことになりました。
それから、品目数の多さが取り上げられました。
皆さんも在庫の数とか、流通する品目の多さに悩
んでいると思います。諸外国では、10とかせいぜ
い20ぐらいと聞いています。現時点では、変更調
剤をしたり、一般名処方を普及したりという形で
対応していただければと考えています。

●生活保護者医療への後発品の啓発
次に、生活保護についてです。金額ベースです
が、生活保護受給者の診療の方が一般医療よりも
後発品の割合が少なくなっています。かつて厚生
労働省で生活保護者に対して後発品使用の義務を
課したところ、「なぜ貧乏人だけが後発品を使わな
ければならないのか」という指摘があり、それを
撤回したという経緯があります。
しかし現在、やはり生活保護受給者にも後発品
を使っていただかなくてはいけないということで、
福祉事務所に担当者を置いて、受給者に説明して
普及を勧めようとしています。その際、受給者だ
けでなく医療機関や薬局へも協力を要請します。
生活保護課長の出した通知では、お医者さんが
後発品を使用可能と判断したにもかかわらず、先
発品を使っている受給者に対しては、先発品を
使っている事情を聴取して、後発品だって変わり
ないのだからと言って服用を促す。いったん後発
品を服用した人に対しては、改めて問題はないか
どうかを尋ねて使用を促す、といった内容になっ
ています。薬局に対しても、パンフレットなどで
説明するのですが、後発品への変更を不可としな
い、つまり後発品に変えていいですよという処方
箋を持参した者に対しては、とにかく後発品を勧
めてくださいという内容となっています。
さらに電子レセプトを使って点検するというこ
とも挙げています。後発品を使っていない人に対
しては、レセプトで抽出してチェックしますといっ
ていますし、処方箋でも確認することになってい
ます。
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	 流通改善について

●医療保険の観点
流通改善については、二つの観点から申し上げ
ます。医療保険の観点と経営の観点です。
医療保険の仕組みは、皆さんが保険料を払い、
病院へ行って治療を受け、一部負担金を払います。
残りを保険者が払います。これは診療委託契約で
す。つまり、事実上患者さんが契約を結んでいる
と解釈されます。保険という契約において、どん
な薬が使えるかという医薬品の範囲といくらで払
うかという価格を明らかにする必要がありますが、
それが薬価基準となります。
薬価基準は国が決めています。その理由は、医
療保険が強制加入ということもありますが、国の
政策との整合性、例えば、がん対策を推進するの
に、保険で必要な薬が使えないといった問題がな
いようにしなくてはならないからです。
ポイントは、価格はどうやって決めているのか
ということですが、モノの価値は市場の取引によっ
て決められるという考えに基づいて決めています。
自由かつ公正な競争、なるべく規制のない市場で
の価格が妥当な価格ということで、市場実勢価格
方式となっています。
もっとも、市場実勢価格方式とはいえ、医薬品
の特殊性もあり、価格形成が通常の材とは異なる
ところがあります。また、医療機関や薬局の立場
が強いといった指摘があると聞いています。古く
からの商習慣もあり、未妥結・仮納入とか総価買
いという問題もあります。それを改善しなくては
正しい市場価格が形成できず、そうすると、市場
価格を前提とした値付けというものが成り立ちま
せん。そうなると、極論ですが、国が勝手に価格
を決めても良いのではないか、あるいは、アメリ
カのように薬は保険適用をはずしてもいいのでは
ないかという議論になりかねません。つまり、そ
うならないように、適正な市場価格を卸の皆さん
が実現することが、医療保険制度、薬価基準制度
を支えることになるのです。

●経営の観点
もう一つは経営上の問題です。例えば、未妥結・
仮納入、売差マイナスを帳簿上、どのような処理
をしているのか、そうした取引の契約はどうなっ
ているのか、そもそもどのようにコスト管理をし
ているのか、といったことです。
３月に流通改善懇談会を開きましたが、そのと
きに皆さんの代表である卸の方々から「日本保険
薬局協会と話し合ってカテゴリー別交渉をする」
とか、「きちんと契約を結ぶ」とおっしゃっていま
した。非常に素晴らしいことだと思うのですが、
厳しいことを申し上げれば、そんなことは商取引
としては当たり前の話です。
例えば、未妥結・仮納入したときに、これが６
か月なり１年あったとき、四半期に一度の有価証
券報告書を作成する際に、価格はどうやって決め
ているのか、遡及値引きなどで年度末に価格が変
わったときには、どこをどのように修正している
のか、それを利益あるいは損失として、どう計上
するのか、それらと契約の内容に齟齬はないのか、
そうした状況を株主にどう説明しているのか。こ
れらは経営の基本ではないでしょうか。売差マイ
ナスについても同様でしょう。
日本的な商習慣ということで、なかなか改善さ
れない現実はありますが、一つひとつ、具体的に
そういう課題を見つけて経営改善を図り経営の近
代化を図ろうとすることは必要だと思います。ま
た、経営の論理からすれば、未妥結・仮納入を改
善するということは妥当な利益を確保することに
つながりますから、皆さんが日々行っている卸と
しての活動を正当に評価することにもなります。
刻々と変化する市場に応じて、卸の業務内容、
サービスも変わらざるを得ないと思いますが、そ
の中で、いかに付加価値をつけて、そこで利益を
確保するということが必要となります。そのため
にも旧態依然としたサービス、経営は見直す必要
があると思います。

●バーコード導入の必要性
ところで、バーコードの議論が10年前から始まっ
ています。特に生物由来製品、それこそ厚生労働
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省の重い課題としてある薬害防止にも関連するの
ですから、これはやはり進めなくてはいけないと
いうのは確かです。今回、通知を出しまして、い
ままで安全対策課長名だけだったところに、おこ
がましくも私の名前も入れさせてもらって出した
のは、バーコードの問題は、これは流通の効率化
にもなるはずで、私は医療安全と流通の効率化と
は表裏一体だと考えたからです。
例えば、元梱包、段ボールの部分にバーコード
をつけることが医療安全にどう関係するのかと
いったご批判もいただきました。しかし、いった
ん事が起きたときには、トレーサビリティという
観点からすれば、メーカーから出荷されて卸へ行
き、さらに医療機関や薬局へ行くという流れをい
ち早く押さえる必要があり、段ボール段階での管
理も有益です。さらに、調剤単位での表示につい
て何故流通の効率化なのだという批判もありまし
たが、入院している患者さんのベッドサイドまで
管理するということは、医療安全の必要性も高い
のですが、それに併せて、物の流れをきちんと管
理するということでもあり、何かあったときには
一連の流れとしてすぐに把握する必要性がありま
す。
そこで、任意表示とか必須表示とかの範囲は変
わりませんが、販売包装単位（外箱）や元梱包（段
ボール）について、表示可能な業者から表示を進
めてくださいというふうにお願いしています。加
えて、表示状況については、きちんとチェックし
ますといっています。流通改善懇談会でもワーキ
ングチームをつくって、一つひとつ実行されてい
るかどうかをチェックすることにしています。
実はバーコード表示をチェックするとともに利
用状況も調べさせてくださいという一文も加えま
した。なぜなら、バーコードの議論になると、投
資コストの問題が出てくるからです。バーコード
の表示は医薬品の流通の効率化だけを目的として
いるのではありません。最終的には医療の安全と
いう形で患者さんのためになります。単にバーコー
ドをつけるにはコストがかかるのに、つけても大
して利用されていない。あるいは、バーコードが
あまりついていないから投資を控える、といった

経営上の言い分ばかりでは、いつまでも実現しま
せん。患者さんの安全、及び流通管理の改善にな
るといった意義をぜひ理解していただきたいと思
います。経営側にとって投資コストは大きな問題
ですが、利用状況を調査することで、改めてその
意義を確認して、メーカーも卸さんも協力してい
ただければと思っています。

	 経済成長と医薬品産業の成長

●医薬品産業を経済成長の牽引役に
日本は今、苦しい経済情勢ですから、経済を成
長させることを考えなくてはいけません。特に日
本のように資源の乏しい国では、いかに外貨を獲
得するか、国富、国の富を増やすかといったこと
が課題になります。
よく指摘されるのが、行政は後発品の使用促進
に力を入れているが、後発品を優遇したとしても、
医療費というパイの分前が変わるだけで、まった
く経済成長にはつながらないのではないか、といっ
た議論です。
後発品企業も設備投資や雇用を通じて経済活動
において重要な役割を果たしていますし、先ほど
話したように、医療費全体の効率化につながると
いう存在意義はあるのですが、経済成長という観
点からすればどうなのかというわけです。
貿易収支では、日本は医薬品では１兆3000億円
ほどの赤字、医療機器が6000億から7000億円の赤
字で、併せて２兆円弱の赤字になっています。日
本は、特に原発事故以降、経常収支が赤字になっ
ていますが、その額は２兆円程度で、たまたま医
薬品と医療機器の赤字とほぼ同額になっていま
す。実際には日本の貿易収支が赤字になっている
理由は、火力発電所のための化石燃料などのエネ
ルギー輸入が増えたからで、医薬品が原因ではな
いのですが、医薬品産業は知的集約産業、付加価
値の高い産業ですから、医療品産業を成長させる
ことが、日本経済の成長につながるともいえます。
やはり日本はそういうところで勝負するべきだと
思います。
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熱心にメモを取る聴講者

●５か年戦略の策定
５か年戦略は、最初、平成19年４月「革新的医
薬品・医療機器創出のための５か年戦略」として
つくりました。これは、厚生労働省などの４府省
が一緒になってつくったものです。５年経ったの
で、今回、新しい５か年戦略をつくったのですが、
その間に政権交代があり、医療イノベーション室
というのができたので、政府全体でつくることに
なりました。今回の５か年戦略では、医薬品と医
療機器を日本の経済成長の牽引役とするべく、医
薬品、医療機器の創出にさらに力を入れるととも
に、新しい分野として再生医療、個別化医療に力
点を置くこととしています。
前回の５か年戦略をつくったときに、同じ平成
19年に医薬品ビジョンもつくりましたので、現在、
これについてもつくり直さないのかということを
言われています。医薬品ビジョンでは５年ごとに
つくっているのですが、今後の医薬品業界につい
て、グローバルにいくファーマ、ニッチにいく
ファーマ、カテゴリーにいくファーマ、ジェネリッ
クとかOTCとか、ベーシックドラッグファーマと
かいう形になるのではと予想されていました。メ
ガファーマ、いわゆる大きな製薬企業については、
10年前は２、３社になるのではと予想され、５年
前は１社か２社になるのではと予想されました。
今後、こうしたことについても議論していくこと
になろうと思います。

●医薬品卸業の将来像
その医薬品ビジョンの中に、医薬品卸業の将来
像というのがあり、今回の見直しではどうするの
かということを考えなくてはなりませんが、この
５年間、あるいは10年間で卸業の機能も変わって
きた点が重要だと思います。
卸業の機能としては、まず、物を運ぶ物流とし
ての機能があります。ただ、物を運ぶ機能だけを
見ても、以前とは随分変わってきています。例え
ば、バイオ医薬品、ワクチン、ふつうの特許内の
医薬品とジェネリック医薬品など、種類が多くな
り、それに合わせてどのように運ぶか、頻度も含
めて違ってきます。また、医薬分業が進み、納入

先も変わっていると思います。こうした変化に応
じて物流の仕方も変わっていると思います。
さらに卸さんには情報を流すという機能もあり
ますし、あるいは、金融機能もあります。それぞ
れ取引相手が違えば流す情報も変わるし、債権管
理の仕方も変わります。今のMSの役割は、10年前
と同じかというと違うと思います。
このように、医薬品市場の変化に応じて、物を
運ぶ役割、情報を与える役割、その他の役割が変
わってきており、それに応じて卸の経営も変わら
なくてはならないと思います。
そういったことは、当然、経営者である卸の幹
部の方々、あるいは皆さんもそういうことを感じ
て日々努力され、苦労されていると思いますけれ
ども、そういったことを今後考えていかなくては
ならないと思います。

	 おわりに

最後に、繰り返しますが、卸業の機能には医療
保険を守る、医療保険制度を安定的に運営すると
いうことがあることを忘れずにいていただきたい
と思います。
そして、保険制度を守る皆さんの努力が、皆さ
んの企業の経営の改善にもつながるということを
考えていただければ幸いです。
ご清聴どうもありがとうございました。


